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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像データを記憶する第一の記憶領域と第二の記憶領域を有する記憶手段を備え、当該
第一の記憶領域及び第二の記憶領域それぞれに係る設定情報を他の画像処理装置が有する
第一の記憶領域及び第二の記憶領域それぞれの設定情報と同期させることができる画像処
理装置であって、
　前記第一の記憶領域に係る設定を示す第一の設定情報と前記第二の記憶領域に係る設定
を示す第二の設定情報を他の画像処理装置に対して送信する送信手段と、
　前記第一の設定情報に前記第一の記憶領域にアクセスするために必要なパスワード情報
が含まれているか否か、及び前記第二の設定情報に前記第二の記憶領域にアクセスするた
めに必要なパスワード情報が含まれているか否かを判定する判定手段と、
を有し、
　前記送信手段は、前記第一の設定情報にパスワード情報が含まれており、且つ前記第二
の設定情報にパスワード情報が含まれていなかった場合、前記第一の設定情報を送信せず
、前記第二の設定情報を送信することを特徴とする画像処理装置。
【請求項２】
　画像データを記憶する第一の記憶領域と第二の記憶領域を有する記憶手段を備え、当該
第一の記憶領域及び第二の記憶領域それぞれに係る設定情報を他の画像処理装置が有する
第一の記憶領域及び第二の記憶領域それぞれの設定情報と同期させることができる画像処
理装置であって、
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　前記第一の記憶領域に係る設定を示す第一の設定情報と前記第二の記憶領域に係る設定
を示す第二の設定情報を他の画像処理装置に対して送信する送信手段と、
　前記第一の設定情報に前記第一の記憶領域にアクセスするために必要なパスワード情報
が含まれているか否か、及び前記第二の設定情報に前記第二の記憶領域にアクセスするた
めに必要なパスワード情報が含まれているか否かを判定する判定手段と、
を有し、
　前記送信手段は、前記第一の設定情報にパスワード情報が含まれており、且つ前記第二
の設定情報にパスワード情報が含まれていなかった場合、前記第一の設定情報のうちパス
ワード情報以外の設定情報と、前記第二の設定情報を送信することを特徴とする画像処理
装置。
【請求項３】
　画像データを記憶する第一の記憶領域と第二の記憶領域を有する記憶手段を備え、当該
第一の記憶領域及び第二の記憶領域それぞれに係る設定情報を他の画像処理装置が有する
第一の記憶領域及び第二の記憶領域それぞれの設定情報と同期させることができる画像処
理装置であって、
　前記第一の記憶領域に係る設定を示す第一の設定情報と前記第二の記憶領域に係る設定
を示す第二の設定情報を他の画像処理装置に対して送信する送信手段と、
　　前記第一の設定情報に前記第一の記憶領域にアクセスするために必要なパスワード情
報が含まれているか否か、及び前記第二の設定情報に前記第二の記憶領域にアクセスする
ために必要なパスワード情報が含まれているか否かを判定する判定手段と、
　前記第一の設定情報にパスワード情報が含まれていると判定されるのに応じて、当該第
一の設定情報を他の画像処理装置に対して送信するか否かをユーザに問い合わせる問い合
わせ手段と、
を有し、
　前記問い合わせ手段による問い合わせの結果送信しないとユーザが指示し、尚且つ前記
第二の設定情報にパスワード情報が含まれていなかった場合、前記送信手段は前記第一の
設定情報を送信せず、前記第二の設定情報を送信することを特徴とする画像処理装置。
【請求項４】
　ユーザが所望の処理を指示可能な操作手段を更に有し、
　前記送信手段は、前記操作手段を用いてユーザから指示がされるのに応じて送信を行う
ことを特徴とする請求項１乃至３の何れかに記載の画像処理装置。
【請求項５】
　所定の通信路を介して情報処理装置と通信可能な通信手段を更に有し、
　前記送信手段は、前記通信手段から指示が入力されるのに応じて送信を行うことを特徴
とする請求項１乃至３の何れかに記載の画像処理装置。
【請求項６】
　前記判定手段によってパスワード情報が含まれると判定された場合、その結果をユーザ
に通知する通知手段を更に有することを特徴とする請求項１乃至５の何れかに記載の画像
処理装置。
【請求項７】
　前記第一の設定情報及び第二の設定情報は、記憶領域に対して付与された名称、及び記
憶領域に記憶された画像データを自動的に消去する時間の間隔を示す情報を含むことを特
徴とする請求項１乃至６の何れかに記載の画像処理装置。
【請求項８】
　画像処理装置であって、
　画像データを記憶する第一の記憶領域を有する記憶手段と、
　前記第一の記憶領域に係る第一の設定を設定する設定手段と、
　他の画像処理装置が備える第一の記憶領域に係る設定を示す第一の設定情報を、当該他
の画像処理装置から受信する受信手段と、
　前記設定手段によって設定された第一の設定に、前記画像処理装置が備える第一の記憶
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領域にアクセスするために必要なパスワード情報が含まれているか否かを判定する判定手
段と、
　前記判定手段によって、パスワード情報が含まれていると判定された場合、前記受信し
た第一の設定情報を削除し、パスワード情報が含まれていないと判定された場合、前記画
像処理装置が備える第一の記憶領域に設定されている第一の設定を前記受信した第一の設
定情報に基づいて更新する制御手段と、
を備えることを特徴とする画像処理装置。
【請求項９】
　画像データを記憶する第一の記憶領域と第二の記憶領域を有する記憶手段を備え、当該
第一の記憶領域及び第二の記憶領域それぞれに係る設定情報を他の画像処理装置が有する
第一の記憶領域及び第二の記憶領域それぞれの設定情報と同期させることができる画像処
理装置における画像処理方法であって、
　前記第一の記憶領域に係る設定を示す第一の設定情報と前記第二の記憶領域に係る設定
を示す第二の設定情報を他の画像処理装置に対して送信する送信ステップと、
　前記第一の設定情報に前記第一の記憶領域にアクセスするために必要なパスワード情報
が含まれているか否か、及び前記第二の設定情報に前記第二の記憶領域にアクセスするた
めに必要なパスワード情報が含まれているか否かを判定する判定ステップと、
を有し、
　前記送信ステップは、前記第一の設定情報にパスワード情報が含まれており、且つ前記
第二の設定情報にパスワード情報が含まれていなかった場合、前記第一の設定情報を送信
せず、前記第二の設定情報を送信することを特徴とする画像処理方法。
【請求項１０】
　画像データを記憶する第一の記憶領域と第二の記憶領域を有する記憶手段を備え、当該
第一の記憶領域及び第二の記憶領域それぞれに係る設定情報を他の画像処理装置が有する
第一の記憶領域及び第二の記憶領域それぞれの設定情報と同期させることができる画像処
理装置における画像処理方法であって、
　前記第一の記憶領域に係る設定を示す第一の設定情報と前記第二の記憶領域に係る設定
を示す第二の設定情報を他の画像処理装置に対して送信する送信ステップと、
　前記第一の設定情報に前記第一の記憶領域にアクセスするために必要なパスワード情報
が含まれているか否か、及び前記第二の設定情報に前記第二の記憶領域にアクセスするた
めに必要なパスワード情報が含まれているか否かを判定する判定ステップと、
を有し、
　前記送信ステップは、前記第一の設定情報にパスワード情報が含まれており、且つ前記
第二の設定情報にパスワード情報が含まれていなかった場合、前記第一の設定情報のうち
パスワード情報以外の設定情報と、前記第二の設定情報を送信することを特徴とする画像
処理方法。
【請求項１１】
　画像データを記憶する第一の記憶領域と第二の記憶領域を有する記憶手段を備え、当該
第一の記憶領域及び第二の記憶領域それぞれに係る設定情報を他の画像処理装置が有する
第一の記憶領域及び第二の記憶領域それぞれの設定情報と同期させることができる画像処
理装置における画像処理方法であって、
　前記第一の記憶領域に係る設定を示す第一の設定情報と前記第二の記憶領域に係る設定
を示す第二の設定情報を他の画像処理装置に対して送信する送信ステップと、
　前記第一の設定情報に前記第一の記憶領域にアクセスするために必要なパスワード情報
が含まれているか否か、及び前記第二の設定情報に前記第二の記憶領域にアクセスするた
めに必要なパスワード情報が含まれているか否かを判定する判定ステップと、
　前記第一の設定情報にパスワード情報が含まれていると判定されるのに応じて、当該第
一の設定情報を他の画像処理装置に対して送信するか否かをユーザに問い合わせる問い合
わせステップと、
を有し、
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　前記問い合わせステップによる問い合わせの結果送信しないとユーザが指示し、尚且つ
前記第二の設定情報にパスワード情報が含まれていなかった場合、前記送信ステップは前
記第一の設定情報を送信せず、前記第二の設定情報を送信することを特徴とする画像処理
方法。
【請求項１２】
　前記画像処理装置は、ユーザが所望の処理を指示可能な操作手段を更に有し、
　前記送信ステップは、前記操作手段を用いてユーザから指示がされるのに応じて送信を
行うことを特徴とする請求項９乃至１１の何れかに記載の画像処理方法。
【請求項１３】
　前記画像処理装置は、所定の通信路を介して情報処理装置と通信可能な通信手段を更に
有し、
　前記送信ステップは、前記通信手段から指示が入力されるのに応じて送信を行うことを
特徴とする請求項９乃至１１の何れかに記載の画像処理方法。
【請求項１４】
　前記判定ステップによってパスワード情報が含まれると判定された場合、その結果をユ
ーザに通知する通知ステップを更に有することを特徴とする請求項９乃至１３の何れかに
記載の画像処理方法。
【請求項１５】
　前記第一の設定情報及び第二の設定情報は、記憶領域に対して付与された名称、及び記
憶領域に記憶された画像データを自動的に消去する時間の間隔を示す情報を含むことを特
徴とする請求項９乃至１４の何れかに記載の画像処理方法。
【請求項１６】
　画像データを記憶する第一の記憶領域を有する記憶手段を備えた画像処理装置における
画像処理方法であって、
　前記第一の記憶領域に係る第一の設定を設定する設定ステップと、
　他の画像処理装置が備える第一の記憶領域に係る設定を示す第一の設定情報を、当該他
の画像処理装置から受信する受信ステップと、
　前記設定ステップによって設定された第一の設定に、前記画像処理装置が備える第一の
記憶領域にアクセスするために必要なパスワード情報が含まれているか否かを判定する判
定ステップと、
　前記判定ステップによって、パスワード情報が含まれていると判定された場合、前記受
信した第一の設定情報を削除し、パスワード情報が含まれていないと判定された場合、前
記画像処理装置が備える第一の記憶領域に設定されている第一の設定を前記受信した第一
の設定情報に基づいて更新する制御ステップと、
を有することを特徴とする画像処理方法。
【請求項１７】
　画像データを記憶する第一の記憶領域と第二の記憶領域を有する記憶手段を備え、当該
第一の記憶領域及び第二の記憶領域それぞれに係る設定情報を他の画像処理装置が有する
第一の記憶領域及び第二の記憶領域それぞれの設定情報と同期させることができる画像処
理装置に以下のステップを実行させるプログラムであって、
　前記第一の記憶領域に係る設定を示す第一の設定情報と前記第二の記憶領域に係る設定
を示す第二の設定情報を他の画像処理装置に対して送信する送信ステップと、
　前記第一の設定情報に前記第一の記憶領域にアクセスするために必要なパスワード情報
が含まれているか否か、及び前記第二の設定情報に前記第二の記憶領域にアクセスするた
めに必要なパスワード情報が含まれているか否かを判定する判定ステップと、
を有し、
　前記送信ステップは、前記第一の設定情報にパスワード情報が含まれており、且つ前記
第二の設定情報にパスワード情報が含まれていなかった場合、前記第一の設定情報を送信
せず、前記第二の設定情報を送信することを特徴とするプログラム。
【請求項１８】
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　画像データを記憶する第一の記憶領域と第二の記憶領域を有する記憶手段を備え、当該
第一の記憶領域及び第二の記憶領域それぞれに係る設定情報を他の画像処理装置が有する
第一の記憶領域及び第二の記憶領域それぞれの設定情報と同期させることができる画像処
理装置に以下のステップを実行させるプログラムであって、
　前記第一の記憶領域に係る設定を示す第一の設定情報と前記第二の記憶領域に係る設定
を示す第二の設定情報を他の画像処理装置に対して送信する送信ステップと、
　前記第一の設定情報に前記第一の記憶領域にアクセスするために必要なパスワード情報
が含まれているか否か、及び前記第二の設定情報に前記第二の記憶領域にアクセスするた
めに必要なパスワード情報が含まれているか否かを判定する判定ステップと、
を有し、
　前記送信ステップは、前記第一の設定情報にパスワード情報が含まれており、且つ前記
第二の設定情報にパスワード情報が含まれていなかった場合、前記第一の設定情報のうち
パスワード情報以外の設定情報と、前記第二の設定情報を送信することを特徴とするプロ
グラム。
【請求項１９】
　画像データを記憶する第一の記憶領域と第二の記憶領域を有する記憶手段を備え、当該
第一の記憶領域及び第二の記憶領域それぞれに係る設定情報を他の画像処理装置が有する
第一の記憶領域及び第二の記憶領域それぞれの設定情報と同期させることができる画像処
理装置に以下のステップを実行させるプログラムであって、
　前記第一の記憶領域に係る設定を示す第一の設定情報と前記第二の記憶領域に係る設定
を示す第二の設定情報を他の画像処理装置に対して送信する送信ステップと、
　前記第一の設定情報に前記第一の記憶領域にアクセスするために必要なパスワード情報
が含まれているか否か、及び前記第二の設定情報に前記第二の記憶領域にアクセスするた
めに必要なパスワード情報が含まれているか否かを判定する判定ステップと、
　前記第一の設定情報にパスワード情報が含まれていると判定されるのに応じて、当該第
一の設定情報を他の画像処理装置に対して送信するか否かをユーザに問い合わせる問い合
わせステップと、
を有し、
　前記問い合わせステップによる問い合わせの結果送信しないとユーザが指示し、尚且つ
前記第二の設定情報にパスワード情報が含まれていなかった場合、前記送信ステップは前
記第一の設定情報を送信せず、前記第二の設定情報を送信することを特徴とするプログラ
ム。
【請求項２０】
　画像データを記憶する第一の記憶領域を有する記憶手段を備えた画像処理装置に以下の
ステップを実行させるプログラムであって、
　前記第一の記憶領域に係る第一の設定を設定する設定ステップと、
　他の画像処理装置が備える第一の記憶領域に係る設定を示す第一の設定情報を、当該他
の画像処理装置から受信する受信ステップと、
　前記設定ステップによって設定された第一の設定に、前記画像処理装置が備える第一の
記憶領域にアクセスするために必要なパスワード情報が含まれているか否かを判定する判
定ステップと、
　前記判定ステップによって、パスワード情報が含まれていると判定された場合、前記受
信した第一の設定情報を削除し、パスワード情報が含まれていないと判定された場合、前
記画像処理装置が備える第一の記憶領域に設定されている第一の設定を前記受信した第一
の設定情報に基づいて更新する制御ステップと、
を画像処理装置に実行させることを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、画像処理装置の設定情報配信に関するものである。
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【背景技術】
【０００２】
　近年の画像処理装置の中には、記憶装置を用いたボックスと呼ばれる機能を持つ装置が
多くなりつつある。ボックス機能は、大容量ハードディスク等の記憶装置を複数の領域に
分けておき、領域ごとに画像データを蓄積し再利用可能とする機能であり、例えばスキャ
ナで読み込んだ画像データやコンピュータから送った画像データをボックスに記憶させ、
後から画像が記憶されているボックスを操作部から指定し、そのボックス内の画像データ
一覧から目的の画像データを選択して、画像をプリント出力或いはＦＡＸやＥ－ｍａｉｌ
などで外部へ送信することができる。
【０００３】
　このようなボックス機能を備えた画像処理装置では、ボックス内の画像データに不特定
多数のユーザがアクセスできないようにするために、ボックスにパスワードが設定できる
ようになっているものがある。これらのパスワード設定されたボックスに対する操作方法
に係る技術がある（例えば特許文献１参照）。
【０００４】
　一方、ユーザ環境において複数の装置の設定情報を同期させて管理コストを削減したい
という要望を満たすため、画像処理送信装置の設定情報を複数の画像処理送信装置にわた
って配布・記録するための様々な手段が提供されつつあり、近年では同期用の管理サーバ
は設置せずに特定の装置の設定情報を他の装置に配信する形態も見受けられつつある。
【特許文献１】特開２００３－８５１７９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　前記のようなパスワード設定可能なボックス機能の利用形態としては、大別すると個々
のボックスにパスワードをつけずに複数ユーザで共用する場合と、パスワードをつけて個
人用格納ボックスとして個人利用する二つがある。個人用ボックスは学校やオフィス内の
居住フロアにある身近な画像処理装置のみで利用されるケースが多く、遠方の画像処理装
置では利用しないことが多い。このため、設定情報の配信・記録機能によりボックス設定
情報を配信してしまうと受信側の画像処理装置も同じユーザ用になってしまう。画像処理
装置においてはボックスの数には上限が存在し、その数も多くはないため、前記のような
場合においては、利用可能なユーザが限定されることになり、逆に利便性が落ちてしまう
という問題が存在した。さらには、アクセス制限のためにパスワードで保護されている設
定情報やパスワードそのものを配信してしまうことにつながり、セキュリティ上の観点で
も好ましくないという問題も存在していた。セキュリティ面での問題としては、送信宛先
情報でも同様であり、これらパスワード保護された設定情報を配信する際の設定項目を制
限する仕組みが求められるようになっていた。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するため、本発明に係る画像処理装置は画像データを記憶する第一の記
憶領域と第二の記憶領域を有する記憶手段を備え、当該第一の記憶領域及び第二の記憶領
域それぞれに係る設定情報を他の画像処理装置が有する第一の記憶領域及び第二の記憶領
域それぞれの設定情報と同期させることができる画像処理装置であって、前記第一の記憶
領域に係る設定を示す第一の設定情報と前記第二の記憶領域に係る設定を示す第二の設定
情報を他の画像処理装置に対して送信する送信手段と、前記第一の設定情報に前記第一の
記憶領域にアクセスするために必要なパスワード情報が含まれているか否か、及び前記第
二の設定情報に前記第二の記憶領域にアクセスするために必要なパスワード情報が含まれ
ているか否かを判定する判定手段とを有し、前記送信手段は、前記第一の設定情報にパス
ワード情報が含まれており、且つ前記第二の設定情報にパスワード情報が含まれていなか
った場合、前記第一の設定情報を送信せず、前記第二の設定情報を送信することを特徴と
する。
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【０００７】
　上記目的を達成するため、本発明に係る画像処理装置は画像データを記憶する第一の記
憶領域と第二の記憶領域を有する記憶手段を備え、当該第一の記憶領域及び第二の記憶領
域それぞれに係る設定情報を他の画像処理装置が有する第一の記憶領域及び第二の記憶領
域それぞれの設定情報と同期させることができる画像処理装置であって、前記第一の記憶
領域に係る設定を示す第一の設定情報と前記第二の記憶領域に係る設定を示す第二の設定
情報を他の画像処理装置に対して送信する送信手段と、前記第一の設定情報に前記第一の
記憶領域にアクセスするために必要なパスワード情報が含まれているか否か、及び前記第
二の設定情報に前記第二の記憶領域にアクセスするために必要なパスワード情報が含まれ
ているか否かを判定する判定手段とを有し、前記送信手段は、前記第一の設定情報にパス
ワード情報が含まれており、且つ前記第二の設定情報にパスワード情報が含まれていなか
った場合、前記第一の設定情報のうちパスワード情報以外の設定情報と、前記第二の設定
情報を送信することを特徴とする。
【０００８】
　上記目的を達成するため、本発明に係る画像処理装置は画像データを記憶する第一の記
憶領域と第二の記憶領域を有する記憶手段を備え、当該第一の記憶領域及び第二の記憶領
域それぞれに係る設定情報を他の画像処理装置が有する第一の記憶領域及び第二の記憶領
域それぞれの設定情報と同期させることができる画像処理装置であって、前記第一の記憶
領域に係る設定を示す第一の設定情報と前記第二の記憶領域に係る設定を示す第二の設定
情報を他の画像処理装置に対して送信する送信手段と、前記第一の設定情報に前記第一の
記憶領域にアクセスするために必要なパスワード情報が含まれているか否か、及び前記第
二の設定情報に前記第二の記憶領域にアクセスするために必要なパスワード情報が含まれ
ているか否かを判定する判定手段と、前記第一の設定情報にパスワード情報が含まれてい
ると判定されるのに応じて、当該第一の設定情報を他の画像処理装置に対して送信するか
否かをユーザに問い合わせる問い合わせ手段とを有し、前記問い合わせ手段による問い合
わせの結果送信しないとユーザが指示し、尚且つ前記第二の設定情報にパスワード情報が
含まれていなかった場合、前記送信手段は前記第一の設定情報を送信せず、前記第二の設
定情報を送信することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、配信元装置である複写機においてパスワード設定がなされているボッ
クスについては、そのボックス設定情報をむやみに配信されてしまうことを防ぐことがで
きるので、ユーザにとってより使い勝手のよいボックス設定情報配信システムを提供する
ことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　（実施例１）
　以下に実施例１を示す。
【００１１】
　図１は、実施例１における、画像処理装置が利用される一般的なシステム構成図である
。
【００１２】
　複写機１００１、複写機１００２は原稿を読み取り、さまざまな装置に送信する装置で
ある。ファクシミリ１００３は複写機１００１の複写機が読み取ったデータを、公衆回線
１００９を介して受信しプリントするファクシミリ装置である。データベース／メールサ
ーバ１００４は複写機１００１、複写機１００２が読み取ったデータを格納するアプリケ
ーションサーバが動作しているコンピュータである。クライアントコンピュータ１００５
はデータベースサーバ／メールサーバ１００４に接続し、格納されているデータをダウン
ロードして表示するコンピュータである。プリンタ１００６は複写機１００１、複写機１
００２が読み取ったイメージデータやクライアントコンピュータ１００５が生成するＰＤ
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Ｌデータを印刷する印刷装置である。ディレクトリサーバ１００７は名前や電子メールア
ドレスやファクス番号などの様々なディレクトリ情報が格納されており、複写機１００１
、複写機１００２やクライアントコンピュータ１００５はＬＤＡＰ（Ｌｉｇｈｔｗｅｉｇ
ｈｔ　Ｄｉｒｅｃｔｏｒｙ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）などのプロトコルにより
、これらのディレクトリ情報にアクセスすることが可能である。イーサネット（登録商標
）１００８は、複写機１００１、複写機１００２、データベース／メールサーバ１００４
，クライアントコンピュータ１００５、プリンタ１００６，ディレクトリサーバ１００７
が接続されるネットワークである。
【００１３】
　実施例１では、イーサネット（登録商標）１００８を利用し、クライアントコンピュー
タ１００５を介さずに複写機１００１から複写機１００２へ設定情報を配信する形態（Ｐ
ｕｓｈ型）として説明を行うが、複写機１００２が複写機１００１から設定情報を取得す
る形態（ｐｕｌｌ型）であてもかまわない。あるいは、クライアントコンピュータ１００
５から複写機１００１へアクセスすることにより設定情報をダウンロードし、その後にク
ライアントコンピュータ１００５から複写機１００２へ対してアップロードを行うような
構成であっても構わない。このときの接続媒体については双方向通信可能なものであれば
いずれでも構わず、その接続媒体上において複写機１００１、複写機１００２、クライア
ントコンピュータ１００５の相互間においてデータ送受信に使用されるプロトコルもＨＴ
ＴＰ（Ｈｙｐｅｒ　Ｔｅｘｔ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）、ＳＯＡＰ（Ｓｉ
ｍｐｌｅ　Ｏｂｊｅｃｔ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）、ＦＴＰ（Ｆｉｌｅ　Ｔｒ
ａｎｓｆｅｒ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）など既存のプロトコルのいずれでも構わず、まったく
独自のアプリケーションプロトコルであっても構わない。
【００１４】
　図２は、実施例１における、システムブロック図であり、複写機１００１、複写機１０
０２に実装される。
【００１５】
　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ　Ｕｎｉｔ　２０００は画像入力デバイスであるＳｃａｎｎｅｒ
２０７０や画像出力デバイスであるＰｒｉｎｔｅｒ２０９５と接続し、一方ではＬＡＮ２
０１１や公衆回線（ＷＡＮ）２０５１接続することで、画像情報やデバイス情報の入出力
を行う為のコントローラである。ＣＰＵ２００１はシステム全体を制御するコントローラ
である。ＲＡＭ２００２はＣＰＵ２００２が動作するためのシステムワークメモリであり
、画像データを一時記憶するための画像メモリでもある。ＲＯＭ２００３はブートＲＯＭ
であり、システムのブートプログラムが格納されている。ＨＤＤ２００４はハードディス
クドライブで、システムソフトウェア、画像データを格納する。操作部Ｉ／Ｆ２００６は
タッチパネルを有した操作部（ＵＩ）２０１２とのインターフェース部で、操作部２０１
２に表示する画像データを操作部２０１２に対して出力する。また、操作部２０１２から
本システム使用者が入力した情報を、ＣＰＵ２００１に伝える役割をする。Ｎｅｔｗｏｒ
ｋ　Ｉ／Ｆ２０１０はＬＡＮ２０１１に接続し、情報の入出力を行う。Ｍｏｄｅｍ２０５
０は公衆回線２０５１に接続し、情報の入出力を行う。以上のデバイスがシステムバス２
００７上に配置される。Ｉｍａｇｅ　Ｂｕｓ　Ｉ／Ｆ２００５はシステムバス２００７と
画像データを高速で転送する画像バス２００８を接続し、データ構造を変換するバスブリ
ッジである。画像バス２００８は、ＰＣＩバスまたはＩＥＥＥ１３９４で構成される。画
像バス２００８上には以下のデバイスが配置される。ラスターイメージプロセッサ（ＲＩ
Ｐ）２０６０はＰＤＬコードをビットマップイメージに展開する。デバイスＩ／Ｆ部２０
２０は、画像入出力デバイスであるスキャナ２０７０やプリンタ２０９５とコントローラ
２０００を接続し、画像データの同期系／非同期系の変換を行う。スキャナ画像処理部２
０８０は、入力画像データに対し補正、加工、編集を行う。プリンタ画像処理部は、プリ
ント出力画像データに対して、プリンタの補正、解像度変換等を行う。画像回転部２０３
０は画像データの回転を行う。画像圧縮部２０４０は、多値画像データはＪＰＥＧ、２値
画像データはＪＢＩＧ、ＭＭＲ、ＭＨの圧縮伸張処理を行う。ＩＣ　Ｃａｒｄ　Ｓｌｏｔ
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２１００はＩＣカードメディアを挿入した後に適切なＰＩＮ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｉｄｅ
ｎｔｉｆｉｅｒ　Ｎｕｍｂｅｒ）コードを入力することにより、暗号・復号に用いる鍵の
入出力を行うことが可能となる。暗号・復号処理部２１１０はＩＣ　Ｃａｒｄ　Ｓｌｏｔ
２１００の鍵を用いてデータの暗号化・複合化処理を行うハードウェアアクセラレータボ
ードである。
【００１６】
　図３は、実施例１における複写機１００１、複写機１００２のボックス設定情報の一例
である。
【００１７】
　ボックス設定情報は、大きく分けて、複数のボックス全体に共通する設定に関するボッ
クス共通設定（３０１）と、各ボックス毎のボックス設定に関するボックス毎設定（３０
２）の二つから成る。本実施例では、ボックス番号００～９９までの計１００個のボック
スを各複写機１００１、１００２は有している。そしてこれら複数のボックスを例えばユ
ーザ個人単位またはグループ単位で利用することができる。ここで、前記ボックス共通設
定とは１００個のボックス全てに共通する設定のことであり、例えばボックス共通設定項
目の例として「印画紙写真モード」がある。「印画紙写真モード」がＯＮに設定されてい
る場合には、ボックスに格納する画像データの画質を選択して読み込むときに、「印刷写
真」「印画紙写真」の選択をすることができるようになる。図３の例ではこの「印画紙写
真モード」がＯＮに設定されている場合を示している。
【００１８】
　ボックス毎設定では、１００個のボックスのうちのそれぞれのボックスについての設定
を示す。３０３、３０４、３０５はそれぞれボックス番号００番、０１番、９９番につい
てのボックス毎設定の例を示している。ボックス毎設定の設定項目として、「ボックス名
称」「パスワード」「文書自動消去時間」がある。「ボックス名称」には、ユーザがボッ
クスを識別しやすくするために任意の名称を設定可能である。「パスワード」は、ボック
ス内の画像データに不特定多数のユーザがアクセスするのを回避するために設定可能であ
る。「文書自動消去時間」は、ボックス内に格納された画像データを所定時間経過後に消
去する時間を設定するものである。
【００１９】
　これらボックス共通設定及びボックス毎設定の情報は、複写機１００１、複写機１００
２それぞれのＨＤＤ２００４に記録されており、操作部２００４やＮｅｔｗｏｒｋ　Ｉ／
Ｆ２０１０によりネットワーク接続されたコンピュータで参照、変更することが可能であ
る。尚、本実施例では、ボックスの数を１００個としたがそれ以上でもそれ以下でもよい
。また、上記設定項目以外の設定項目を設定可能にしてもよい。
【００２０】
　本実施例では、図３を用いて説明したボックス設定情報を複数の複写機において同期さ
せるべく、他の複写機に配信することができる。例えば複写機１００１のボックス設定情
報を複写機１００２にサーバ等を介さずに直接配信し、複写機１００１と複写機１００２
のボックス設定情報を統一することができる。
【００２１】
　図４は、ボックス設定情報配信処理の流れを示すフローチャートである。この処理は複
写機の操作部２０１２を用いてユーザにより所定の指示がなされるか、又はＮｅｔｗｏｒ
ｋ　Ｉ／Ｆ２０１０によりネットワーク接続されたコンピュータを用いてユーザにより遠
隔から所定の指示がなされることに応じて実行される。
【００２２】
　まず、Ｓ４０１において、配信除外ボックスフラグを初期化する。これはその後の配信
処理のための初期化処理の一つである。Ｓ４０２に進み、ボックス設定情報のうち「ボッ
クス共通設定情報」を他の複写機に対して配信する配信情報として登録する。図３の例で
は、ボックス共通設定情報として「印画紙写真モードがＯＮ」という情報が配信情報とし
て登録される。
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【００２３】
　次に各ボックス毎の設定情報の配信を行う。ボックス毎設定情報をボックス番号００番
から９９番まで順に参照するためにＳ４０３において参照するボックス番号Ｎを００に設
定する。Ｓ４０４ではボックス番号Ｎが９９より大きいかどうかを判定する。つまりＳ４
０４では、全てのボックス情報を参照したかどうかを判断しており、ボックスの数が５０
であればここで５０より大きいかどうかを判定することになる。
【００２４】
　Ｓ４０４での判定の結果ＮＯである場合、つまり現在参照するボックス番号が９９以下
である場合、Ｓ４０８に進み、該当する番号のボックス設定情報を読み込む。例えば図３
においてボックス番号Ｎが００番のボックス設定情報が読み込まれた場合には、「ボック
ス番号＝００」「ボックス名称＝共用」「パスワード＝なし」「文書自動消去時間＝２４
時間」といった情報が読み込まれる。次にＳ４０９に進み、Ｓ４０８において読み込んだ
ボックス設定情報を参照しパスワードが設定されているかどうかを判定する。パスワード
設定がある場合、Ｓ４１０に進み配信除外ボックスフラグ有りに設定し、Ｓ４１２へと進
む。パスワード設定がない場合にはＳ４１１に進みＳ４０８で読み込んだ情報を配信情報
として登録し、Ｓ４１２へと進む。
【００２５】
　Ｓ４１２では、ボックス番号ＮにＮ＋１を格納し、再びＳ４０４へと進む。つまりボッ
クス番号Ｎが９９より大きくなるまで（Ｓ４０４においてＹＥＳとなるまで）、Ｓ４０８
からＳ４１２の処理を繰り返し、結果として全てのボックスについて設定情報が参照され
ることになる。
【００２６】
　Ｓ０４においてＮが９９より大きいつまり全てのボックスを参照したと判断された場合
には、Ｓ４０５に進み、配信除外ボックスフラグがあるかどうかを判断する。配信除外ボ
ックスフラグがあると判断された場合はＳ４０６に進み、その旨をユーザに通知する。つ
まりボックス毎設定情報の配信を行わないボックスがあること（又はそのボックス番号）
を通知する。
【００２７】
　配信除外ボックスフラグがない場合、又はあった場合にその旨ユーザに通知後、Ｓ４０
７へと進む。Ｓ４０７では他の複写機に配信するとして登録された配信情報を他の複写機
に対して配信する。ここで送られる情報は具体的には「ボックス共通設定情報」と、パス
ワードの設定がない「ボックス毎設定情報」である。
【００２８】
　図５は、実施例１における配信元装置となる複写機１００１と、配信先装置となる複写
機１００２の設定情報の配信処理実行前の状態の一例である。
【００２９】
　該状態において、ユーザは配信元装置である複写機１００１の操作部２００４または複
写機１００１のＮｅｔｗｏｒｋ　Ｉ／Ｆ２０１０によりネットワーク接続されたコンピュ
ータを用いてボックス設定情報配信処理の指示を行うことによって図４のフローチャート
で示される処理が実行される。
【００３０】
　図６は、実施例１における配信元装置となる複写機１００１と、配信先装置となる複写
機１００２の設定情報の配信処理実行後の状態の一例である。
【００３１】
　図５に示すように、配信元装置である複写機１００１において、ボックス番号００番に
はパスワードが設定されておらず、一方ボックス番号０１番、９９番にはパスワードが設
定されている。これにより、ボックス番号００番のボックス設定情報は配信され、ボック
ス番号０１番、９９番のボックス設定情報は配信されないことになる。その結果配信先装
置である複写機１００２は複写機１００１からのボックス設定情報の配信を受け、図６の
６０２に示されるように自身のボックス設定情報が変更される。つまり、「ボックス共通
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設定情報」である印画紙写真モードはＯＦＦからＯＮに変更され、ボックス番号００番の
「ボックス毎設定情報」であるボックス名称が共用に変更され、文書自動消去時間が２４
時間に変更される。
【００３２】
　図５及び図６の例では、配信先装置である複写機１００２のボックス設定にデフォルト
設定がされている場合を示しているが、場合によっては配信先装置である複写機１００２
のボックスが何れかのユーザによって現在使用されている場合も考えられる。つまり、配
信先装置である複写機１００２のボックスにおいてもパスワード等が設定される場合が考
えられる。
【００３３】
　図７は、配信先装置である複写機１００２において、複写機１００１から配信されたボ
ックス設定情報を受信し、自身のボックス設定情報を更新する際の更新処理の動作を示す
フローチャートである。
【００３４】
　図７のフローチャートを用いて、配信先装置におけるボックス設定情報の更新処理につ
いて説明する。
【００３５】
　まず、Ｓ７０１において、配信元装置である複写機１００１から送信された配信情報を
受信する。
【００３６】
　Ｓ７０２に進み、受信したボックス設定情報のうち「ボックス共通設定情報」を取り出
し、自身のボックス共通設定情報を更新する。
【００３７】
　その後、Ｓ７０３以降は、受信したボックス設定情報のうちの「ボックス共通設定情報
」以外の情報である「ボックス毎設定情報」の更新処理を行う。尚ここで、配信された「
ボックス毎設定情報」は、送信元装置においてパスワード設定がないボックスに関するボ
ックス毎設定情報である。
【００３８】
　まず、Ｓ７０３において、ボックス番号Ｎを００に設定する。Ｓ７０４に進み、Ｎが９
９より大きいかどうかを判断する。つまりここで、自身が有するボックスの最後（本実施
例ではボックス番号の最大値は９９としている）まで確認したかどうかを判断している。
【００３９】
　Ｓ７０４においてＮＯと判定された場合にはＳ７０５に進み、自身が有するボックスの
うちボックス番号Ｎ番のボックスについてのボックス毎設定情報を読み込む。Ｓ７０６に
進み、読み込まれたボックス設定情報がパスワードを含んでいるかどうかを判定する。つ
まり、Ｎ番のボックスにパスワードが設定されているかどうかを判定する。その結果パス
ワードが設定されていない場合にはＳ７０７に進む。Ｓ７０７では、読み込まれたボック
ス番号に該当する番号の「ボックス毎設定情報」を、前記受信したボックス設定情報の中
からピックアップし、自身のボックス毎設定情報を更新する。
【００４０】
　Ｓ７０６においてＹＥＳと判定された場合、つまりＳ７０５で読み込まれたＮ番のボッ
クスにパスワードが設定されていた場合、その番号に該当する番号の「ボックス毎設定情
報」を、前記受信したボックス設定情報の中からピックアップし、この情報を削除する。
その後Ｓ７０９に進みボックス番号ＮにＮ＋１を格納し再びＳ７０４に戻る。
【００４１】
　このようにして、自身が有するボックス一つ一つについて、パスワードが設定されてい
るかどうかを判定し、パスワードが設定されていなければ、その番号のボックスに関して
は受信したボックス毎設定情報に更新し、パスワードが設定されていた場合には、その番
号のボックスに関しては受信したボックス毎設定情報を破棄する。
【００４２】
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　Ｓ７０４においてＹＥＳ、つまり全てのボックスについて更新処理が終了した場合には
Ｓ７１０に進み、操作部２０１２の操作パネル上に表示するなどして更新処理の終了をユ
ーザに通知する。
【００４３】
　図８は、実施例１における配信元装置となる複写機１００１と、配信先装置となる複写
機１００２の設定情報の配信処理実行後の状態の一例である。
【００４４】
　図６で示した例と異なるのは、配信先装置である複写機１００２のボックスにパスワー
ドが設定されているボックスが存在する点である。図７のフローチャートを用いて前述し
たように、パスワードが設定されているボックスに関してはボックス設定情報が配信され
てきても更新処理を行わない。つまり複写機１００２のボックス番号００番のボックスに
関して該ボックスにパスワードが設定されているため、更新処理を行っていない。結果的
に、複写機１００１から複写機１００２に対してボックス設定情報を配信すると、夫々の
ボックスにパスワードが設定されていないボックス番号のボックス設定情報とボックス共
通設定情報が複写機１００１、１００２間で同期されることになる。
【００４５】
　以上説明したように、実施例１によれば複数の複写機のボックス設定情報を同期させる
べく、サーバ等の外部装置を介さずに、直接他の複写機に対して自身のボックス設定情報
を配信することができる。さらに、このとき配信元装置である複写機においてパスワード
設定がなされているボックスについては、そのボックス設定情報をむやみに配信されてし
まうことを防ぐことができるので、ユーザにとってより使い勝手のよいボックス設定情報
配信システムを提供することができる。一方配信先装置である複写機においてパスワード
設定がなされているボックスについても、勝手にボックス設定情報が更新されてしまうこ
とがなく、ユーザにとって使い勝手のよいボックス設定情報配信システムを提供すること
ができる。
【００４６】
　（実施例２）
　以下に実施例２を示す。
【００４７】
　実施例２の基本的なシステム構成図、および基本的なシステムブロック図、およびボッ
クス設定情報の例、および配信処理実行前の状態の一例は、それぞれ、実施例１の図１、
図２、図３、図５と同様であるので詳細は省略する。
【００４８】
　実施例１では、配信対象のボックス設定情報にパスワードが設定されている場合には、
該ボックスに関するボックス設定情報を配信対象から除外する方法であった。しかし、場
合によってはパスワード以外のボックス設定情報である例えばボックス名称、文書自動消
去時間等に関しては、配信したいといった場合も考えられる。
【００４９】
　そこで実施例２では、配信対象のボックス設定情報にパスワードが設定されている場合
に、該ボックスに関するボックス設定情報のうち、パスワード情報以外のボックス設定情
報については配信対象とし、オア巣ワード情報のみを配信対象から除外するものである。
【００５０】
　以下、図９を用いて実施例２におけるボックス設定情報配信処理を説明する。
【００５１】
　Ｓ９０１からＳ９０４までの処理は、それぞれ図４のＳ４０１からＳ４０４までの処理
と同様であるので説明を省略する。
【００５２】
　Ｓ９０４での判定の結果ＮＯである場合、つまり現在参照するボックス番号が９９以下
である場合、Ｓ９０８に進み、該当する番号のボックス設定情報を読み込む。次にＳ９０
９に進み、Ｓ９０８において読み込んだボックス設定情報を参照しパスワードが設定され
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ているかどうかを判定する。パスワード設定がある場合、Ｓ９１０に進み、該当するボッ
クス番号のボックス設定情報のうちパスワードに関する情報以外の設定情報を配信情報と
して登録する。その後Ｓ９１１において配信除外ボックスフラグを有りに設定しＳ９１３
に進む。
【００５３】
　Ｓ９０９の判定の結果、パスワード設定がない場合にはＳ９１２に進み、Ｓ９０８で読
み込んだ情報を配信情報として登録し、Ｓ９１３に進む。
【００５４】
　Ｓ９１３では、ボックス番号ＮにＮ＋１を格納し、再びＳ９０４へと進む。つまりボッ
クス番号Ｎが９９より大きくなるまで（Ｓ９０４においてＹＥＳとなるまで）、Ｓ９０８
からＳ９１３の処理を繰り返し、結果として全てのボックスについて設定情報が参照され
ることになる。
【００５５】
　Ｓ９０４においてＮが９９より大きいつまり全てのボックスを参照したと判断された場
合には、Ｓ９０５に進み、配信除外ボックスフラグがあるかどうかを判断する。配信除外
ボックスフラグがあると判断された場合はＳ９０６に進み、その旨をユーザに通知する。
つまりパスワード情報を配信しないボックスがあること（又はそのボックス番号）を通知
する。
【００５６】
　配信除外ボックスフラグがない場合、又はあった場合にその旨ユーザに通知後、Ｓ９０
７へと進む。Ｓ９０７では他の複写機に配信するとして登録された配信情報を他の複写機
に対して配信する。ここで送られる情報は具体的には「ボックス共通設定情報」と、パス
ワードの設定がない「ボックス毎設定情報」と、パスワードの設定があるボックス番号の
「パスワード情報以外のボックス毎設定情報」である。
【００５７】
　図１０は、実施例２における配信元装置となる複写機１００１と、配信先装置となる複
写機１００２の設定情報の配信処理実行後の状態の一例である。
【００５８】
　図５の状態から、図９のフローチャートを実行することにより、配信元装置となる複写
機１００１からはパスワードが設定されていないボックス００についてはパスワード毎設
定情報の全てが配信され、パスワード設定されているボックス０１とボックス９９につい
てはパスワード情報以外のボックス毎設定情報が配信される。これを受けて、配信先装置
となる複写機１００２のボックス設定情報は、ボックス００については全てのボックス毎
設定情報が変更され、ボックス０１とボックス９９の設定情報はパスワード情報以外のボ
ックス毎設定情報が変更される。
【００５９】
　以上説明したように、実施例２によれば、パスワードが設定されているボックスについ
て、パスワード以外のボックス設定情報である例えばボックス名称、文書自動消去時間等
に関しては送信することが可能となる。
【００６０】
　（実施例３）
　以下に実施例３を示す。
【００６１】
　実施例３の基本的なシステム構成図、および基本的なシステムブロック図、およびボッ
クス設定情報の例、および配信処理実行前の状態の一例は、それぞれ、実施例１の図１、
図２、図３、図５と同様であるので詳細は省略する。
【００６２】
　実施例１及び実施例２では、配信対象のボックス設定情報にパスワードが設定されてい
る場合に、該ボックスに関するボックス設定情報を配信対象から除外する方法、またはパ
スワード情報のみを配信対象から除外する方法であった。
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【００６３】
　しかし、場合によっては、たとえ配信対象のボックス設定情報にパスワードが設定され
ていたとしても、複写機間でのボックス設定情報の同期をとるために該パスワード設定さ
れているボックスに係るボックス設定情報も全て送信したいといった場合も考えられる。
【００６４】
　そこで実施例３では、配信対象のボックス設定情報にパスワードが設定されている場合
に、該ボックスに関するボックス設定情報を配信対象とするか否かをユーザが選択可能と
するものである。
【００６５】
　以下、図１１を用いて実施例３におけるボックス設定情報配信処理を説明する。
【００６６】
　実施例１において、ボックス設定情報配信処理を説明した図４と基本的に同じ流れであ
り、同様の処理を行うステップについては説明を省略し、実施例１と異なるステップにつ
いて説明する。
【００６７】
　まずＳ１１０１においてパスワード付きボックスフラグを無しに初期化する。これは図
４におけるＳ４０１での配信除外ボックスフラグ無しに初期化する処理とほぼ同様の処理
であるが、実施例３の処理では、パスワードが設定されているボックスのボックス毎設定
情報を自動的に配信情報から除外するのではないので、各ボックスにパスワード設定がな
されているか否かについてのみまずチェックを行う点が異なっている。
【００６８】
　Ｓ１１１１において、対象としているボックスにパスワードが設定されていると判定さ
れれば、このパスワード付きボックスフラグを有りに設定する。
【００６９】
　図４の処理と同様にして、自身のボックス全てについてパスワード設定がなされている
か否かの判定が終了すると（Ｓ１１０４の判定がＹＥＳとなると）、Ｓ１１０５に進む。
【００７０】
　Ｓ１１０５では、パスワード付きボックスフラグがありか否かを判定する。その結果Ｎ
Ｏと判定された場合には、Ｓ１１０９に進み、配信情報として登録されているボックス設
定情報を配信する。つまりこの場合は、ボックス共通設定情報とすべてのボックスに対応
するボックス毎設定情報が配信されることになる。
【００７１】
　Ｓ１１０５の判定の結果ＹＥＳであった場合、つまりパスワード設定がなされているボ
ックスがあった場合、Ｓ１１０６に進み、その旨をユーザに通知する。通知する方法とし
て操作部２０１２の表示パネルや、Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｉ／Ｆ２０１０によりネットワーク
接続されたコンピュータのディスプレイ上に表示する方法が考えられる。図１２は、この
ときの表示例を示すものである。図１２に示すように、現在操作中の複写機の操作部２０
１２の表示パネル、又はＮｅｔｗｏｒｋ　Ｉ／Ｆ２０１０によりネットワーク接続された
コンピュータのディスプレイ上表示し、パスワード設定されているボックスに関するボッ
クス毎設定情報を配信情報としてよいかどうかをユーザに選択させる。尚、図１２に示す
表示例では、配信するか否かを選択させるものであるが、例えばパスワード設定されてい
るボックスが複数あった場合などには、あるボックスについては配信し、あるボックスに
ついては配信させないなど、各ボックス毎にボックス毎設定情報を配信するか否かを選択
できるようにしたものでもよい。この様にすればユーザはボックス設定情報の配信に関し
てより細かい設定が可能となる。
【００７２】
　Ｓ１１０７では、ユーザからパスワード設定されているボックスに関するボックス毎設
定情報を配信情報とする指示があったか否かを判定する。
【００７３】
　配信する旨の指示があった場合にはＳ１１０８に進み、パスワード設定されているボッ
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クスに関するボックス毎設定情報を配信情報として登録する。ボックス毎に配信するかど
うかを設定できる場合であれば、配信すると指示があったボックスに関するボックス毎設
定情報を配信情報として登録する。
【００７４】
　Ｓ１１０７の判定の結果ＮＯであった場合、つまりパスワード設定されているボックス
に関するボックス毎設定情報を配信情報としないと指示された場合、又はＳ１１０８の処
理が終了するとＳ１１０９に進み、配信情報として登録されているボックス設定情報の配
信を行う。
【００７５】
　以上説明したように、実施例３によれば、配信対象のボックス設定情報にパスワードが
設定されている場合に、該ボックスに関するボックス設定情報を配信対象とするか否かを
ユーザに選択可能にするので、ユーザの要求をより反映したボックス設定情報配信システ
ムを提供することができる。
【００７６】
　（その他の実施例）
　画像処理装置として複写機を例に挙げたが、本発明は複写機に限定されるものではなく
、複数の記憶領域からなる記憶手段（所謂ボックス機能）を備えた各種の画像処理装置に
適用することができる。
【００７７】
　また、上記実施例はボックス設定情報を対象にした実施例であるが、ボックス設定情報
をＥメールアドレス、ＵＲＬ、ＦＡＸ番号等の送信宛先情報に置き換えることにより、送
信宛先情報にも本発明を適用可能であることは言うまでもない。
【００７８】
　尚、本発明は、複数の機器から構成されるシステムに適用しても、１つの機器からなる
装置に適用してもよい。上述した実施形の機能を実現するソフトウエアのプログラムコー
ドを記憶した記憶媒体等の媒体をシステム或いは装置に供給し、そのシステム或いは装置
のコンピュータ（またはＣＰＵやＭＰＵ）が記憶媒体等の媒体に格納されたプログラムコ
ードを読み出し実行することによっても、本発明が達成されることは言うまでもない。
【００７９】
　この場合、記憶媒体等の媒体から読み出されたプログラムコード自体が上述した実施形
態の機能を実現することになり、そのプログラムコードを記憶した記憶媒体等の媒体は本
発明を構成することになる。プログラムコードを供給するための記憶媒体等の媒体として
は、例えば、フロッピー（登録商標）ディスク、ハードディスク、光ディスク、光磁気デ
ィスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、磁気テープ、不揮発性のメモリカード、ＲＯＭ、或い
はネットワークを介したダウンロードなどを用いることができる。
【００８０】
　また、コンピュータが読み出したプログラムコードを実行することにより、上述した実
施形態の機能が実現されるだけでなく、そのプログラムコードの指示に基づき、コンピュ
ータ上で稼動しているＯＳなどが実際の処理の一部または全部を行い、その処理によって
上述した実施形態の機能が実現される場合も、本発明に含まれることは言うまでもない。
【００８１】
　更に、記憶媒体等の媒体から読み出されたプログラムコードが、コンピュータに挿入さ
れた機能拡張ボードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書き
込まれた後、そのプログラムコードの指示に基づき、その機能拡張ボードや機能拡張ユニ
ットに備わるＣＰＵなどが実際の処理の一部または全部を行い、その処理によって上述し
た実施形の機能が実現される場合も、本発明に含まれることは言うまでもない。
【図面の簡単な説明】
【００８２】
【図１】実施例１乃至３における基本的なシステム構成を示す図である。
【図２】実施例１乃至３における複写機１００１、複写機１００２のシステムブロック図
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である。
【図３】実施例１乃至３における複写機１００１、複写機１００２のボックス設定情報の
一例である。
【図４】実施例１におけるボックス設定情報配信処理を示すフローチャートである。
【図５】実施例１における配信元装置となる複写機１００１と、配信先装置となる複写機
１００２の設定情報の配信処理実行前の状態の一例である。
【図６】実施例１における配信元装置となる複写機１００１と、配信先装置となる複写機
１００２の設定情報の配信処理実行後の状態の一例である。
【図７】配信先装置において自身のボックス設定情報を更新する際の更新処理を示すフロ
ーチャートである。
【図８】実施例１における配信元装置となる複写機１００１と、配信先装置となる複写機
１００２の設定情報の配信処理実行後の状態の一例である。
【図９】実施例２におけるボックス設定情報配信処理を示すフローチャートである。
【図１０】実施例２における配信元装置となる複写機１００１と、配信先装置となる複写
機１００２の設定情報の配信処理実行後の状態の一例である。
【図１１】実施例３におけるボックス設定情報配信処理を示すフローチャートである。
【図１２】パスワード設定があるボックスがあった場合にユーザに通知するための表示例
である。
【符号の説明】
【００８３】
　１００１　複写機
　１００２　複写機
　１００３　ファクシミリ
　１００４　データベース／メールサーバ
　１００５　クライアントコンピュータ
　１００６　プリンタ
　１００７　ディレクトリサーバ
　１００８　イーサネット（登録商標）
　１００９　公衆回線
　２０００　コントローラユニット
　２００１　ＣＰＵ
　２００２　ＲＡＭ
　２００３　ＲＯＭ
　２００４　ハードディスク
　２００５　Ｉｍａｇｅ　Ｂｕｓ　Ｉ／Ｆ
　２００６　操作部Ｉ／Ｆ
　２００７　システムバス
　２００８　画像バス
　２０１０　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｉ／Ｆ
　２０１１　ＬＡＮ
　２０１２　操作部
　２０２０　デバイスＩ／Ｆ
　２０３０　画像回転
　２０４０　画像圧縮
　２０５０　ＭＯＤＥＭ
　２０５１　ＷＡＮ
　２０６０　ＲＩＰ
　２０７０　スキャナ
　２０８０　スキャナ画像処理
　２０９０　プリンタ画像処理
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　２０９５　プリンタ
　２１００　ＩＣ　Ｃａｒｄ　Ｓｌｏｔ
　２１１０　暗号・復号処理

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】
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